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よ い ち の 人 口
 令和５年１月３１日現在

　　人　口　17,505 人      （－ 52）
　　男　性 　   8,151 人　     （－ 24）
　　女　性　    9,354 人　   （－ 29）
　　世帯数　   9,556 世帯    （－ 25）

転 入　  21 人
転 出　  44 人
出 生　    6 人
死 亡　  36 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　令和２年国勢調査（確定値）
　人　口　18,000 人　世帯数　8,283 世帯　

【税務課からのお知らせ】

（順不同、敬称略、金額や氏名など寄附者の希望
により掲載をしない場合があります。）

ご寄附に感謝

　ホワイトボード等学校用備品（２０万円相当）

●小学校用教材備品及び一般備品として
・余市ライオンズクラブ

　　　町税を口座振替で納付しませんか？

　問合せ　税務課 納税グループ　☎２１―２１１６

催告書のご確認を！

　口座振替なら納めに出かける必要が無く、納め忘れ
の心配がありません。
（対象税目：町道民税、固定資産税
　　　　　　　軽自動車税種別割、国民健康保険税）

固定資産税

軽自動車税種別割
町道民税 国民健康保険税

３月末 ４月末 ５月末

・佐藤　紀子　
（故佐藤敏殿追善供養として）
　　　　　　　　　  　　一金　１００，０００円

●特別支援学級備品の一部として

知っていますか ?道の「苦情審査委員」制度

　道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、「北
海道苦情審査委員」制度です。
　皆さん自身の利害に関する苦情であれば、苦情審査
委員に申立てできます。皆さんに代わって、苦情審査
委員が公平で中立的な立場から、道の関係機関に対し、
必要な調査を行います。
　審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があ
るときは、道の機関に是正や改善を求めます。もちろ
ん、個人情報の保護にも十分配慮します。

♦申立て方法
　「苦情申立書」に必要な事項を記入し、窓口に提出
してください。また、郵送・ファックス・メールでも
申立てができます。苦情申立書は北海道のホームペー
ジからでもダウンロードできます。苦情申立書の付い
たリーフレットを用意しています。

♦申立て・問合せ
　北海道　総合政策部　知事室　道政相談センター
　〒０６０ー８５８８　札幌市中央区北３条西６丁目
　☎：０１１－２０４－５５２３(直通 )
      FAX：０１１－２４１－８１８１
メール：kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
または後志総合振興局　総務課

　　　　　　　　　　　　一金　２００，０００円

●余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェク　
ト応援寄附金として

・学校法人 北海道キリスト教学園リタ幼稚園
　園児、ＰＴＡ　　　　　　一金　１１，７４２円

●余市町社会福祉事業費（老人福祉）の一部として

・株式会社カーヴ・ド・リラックス

Ａ . 年度当初から開始する場合
は、税目に応じて、つぎの期日ま
でに手続きをお願いします。
　なお、年度途中で切り替える場
合は納期限の前月末までにお手続
きください。

Ｑ．令和５年度から新たに口座振
替を開始するにはいつまでに手続
きすればいいですか？

Ｑ . どの金融機関で口座振替で
きますか？

Ａ. 北海道信用金庫、北洋銀行、
余市町農業協同組合、余市郡漁業
協同組合、ゆうちょ銀行で口座振
替可能です。
　原則、役場または金融機関窓口
にて手続きできますが、ゆうちょ
銀行の口座については郵便局また
はゆうちょ銀行での手続きが必要
です。

　本町では、町税の未納がある方に対して、２月に催
告書を送付しております。まだ完納されていない方
は、指定期日までに必ず完納するようお願いします。        
　指定期日以降も連絡や相談が無く、納付が確認でき
ない場合は、財産等の調査や、差押を行う場合があり
ます。
　それぞれの実情に応じた納税相談を
受けていますので、納付が困難な場合
は未納を放置せず、税務課納税グルー
プまでご連絡ください。
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